
長崎県消費者被害防止ネットワーク情報
国民生活センターからの情報です。

配信日 令和６年１月２４日

「暗号資産」の もうけ話 に 注意！

〈 内 容 〉

〇SNS で知り合った外国人男性から勧められた投資サイトで暗号資産の取引をした。出金を
希望したら、高額な費用を請求された。（２０代、男性）

〇知人に暗号資産の自動売買でもうかると誘われ自動売買ソフトを購入した。もうからず、  
信用できないので返金してほしい。（４０代、女性）

★ 消費生活センターからのアドバイス

●暗号資産の投資を勧める相手からの勧誘をうのみにしない。

SNS やマッチングアプリなどで知り合った面識のない相手から暗号資産の投資を勧められ
た際は、詐欺的な投資話を疑ってください。相手の素性、投資内容やもうかった話の真偽を  
確かめることは難しく、連絡が取れなくなる可能性もあります。被害を回復することは極めて
困難です。

また、友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり   
断りましょう。さらに、自分が新たな勧誘者となり、友人・知人を勧誘してしまうと、相手を
トラブルに巻き込んだり、人間関係のトラブルになることもありますので注意しましょう。

●暗号資産交換業の登録業者か確認し、無登録業者とは取引しない。

暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。暗号資産を扱う業者のサイト  
やアプリで取引を行う場合には、当該業者が暗号資産交換業の登録業者かどうかを金融庁の  
ウェブサイトで事前に必ず確認してください。同サイトには、無登録業者として警告がなされ
た業者の掲載もあります。無登録業者とは取引しないでください。

●取引内容やリスクが十分に理解できなければ契約しない。

暗号資産は価格が変動することがあり、価格が急落して損をする可能性があります。たとえ、
取引相手が登録業者の場合でも、こうしたリスクと取引や契約の内容を十分に理解できなけれ
ば取引や契約をしないでください。利用しようとする交換業者から説明を受けるとともに、
自分自身で金融庁等のホームページで理解できるまで調べるようにしましょう。

※ おかしいなと思ったら、すぐに家族や警察、最寄りの「消費生活センター」
または「各市町相談窓口」にご相談ください。

★ おかしいと思ったら、一人で悩まず 早めに相談を
長崎県消費生活センター ０９５－８２４－０９９９

[相談受付時間] 平日（月～金曜日） … 午前９時～午後５時（１２時～１３時を除く）

全国共通ダイヤル ☎１８８ （イヤヤ！）

長崎市消費者センター              対馬市消費生活相談所

（０９５－８２９－１２３４）           （０９２０－５２－８３２２）

佐世保市消費生活センター           壱岐市消費生活センター

（０９５６－２２－２５９１）          （０９２０－４８－１１３５）

島原市消費生活センター             五島市消費生活センター

（０９５７－６２－９１００）           （０９５９－７２－６１４４）

諫早市消費生活センター            西海市消費生活センター

（０９５７－２２－３１１３）           （０９５９－３７－０１４５）

大村市消費生活センター               雲仙市消費生活センター

（０９５７―５２―９９９９）          （０９５７―３８－７８３０）

平戸市消費生活センター            南島原市消費生活センター

（０９５０―２２―９１２２）         （０９５７－８２－３０１０）

松浦市消費生活センター

    （０９５６－７２－１８６１）      ※ 各町にも相談窓口があります

警戒情報




